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経
済
産
業
省
・
中
小
企
業
庁
は
「
安

心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合
対
策
」（
政

府
・
与
党
会
議
、
経
済
対
策
閣
僚
会
議

合
同
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
急
激
な

資
源
高
に
苦
し
む
中
小
・
零
細
企
業
等

を
支
援
す
る
た
め
に
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

支
援
拠
点
と
し
て
整
備
し
た
「
地
域
力

連
携
拠
点
」
の
活
用
を
図
り
つ
つ
、
資

金
繰
り
対
策
の
拡
充
や
下
請
法
・
独
禁

法
の
運
用
強
化
、
下
請
事
業
者
保
護
の

た
め
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等

に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

経
済
産
業
省
・
中
小
企
業
庁
は
、
平

成
21
年
度
中
小
企
業
関
係
概
算
要
求
額

を
ま
と
め
た
。
要
求
額
は
、
対
前
年
比

２
２
６
億
円
増
の
１
５
３
０
億
円
。
重

点
項
目
は
、
①
原
油
・
原
材
料
高
騰
等

へ
の
対
応
と
資
金
繰
り
対
策
②
中
小
企

業
の
経
営
力
向
上
支
援
③
商
店
街
・
小

規
模
企
業
へ
の
支
援
④
新
た
な
分
野
に

挑
戦
す
る
中
小
企
業
へ
の
支
援
。

　

千
葉
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
（
会
長

＝
手
塚
和
彰
青
山
学
院
大
学
教
授
）は
、

県
内
の
地
域
別
最
低
賃
金
を
時
間
額
で

７
２
３
円
（
従
来
は
７
０
６
円
）
と
す

る
よ
う
、千
葉
労
働
局
長
に
答
申
し
た
。

効
力
発
生
日
は
10
月
31
日
。

　

最
低
賃
金
は
、
原
則
と
し
て
事
業
場

で
働
く
常
用
・
臨
時
・
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
な
ど
雇
用
形
態
や
呼
称
の
如
何

を
問
わ
ず
す
べ
て
の
労
働
者
と
そ
の
使

用
者
に
適
用
さ
れ
る
。

　

仮
に
最
低
賃
金
額
よ
り
低
い
賃
金
を

労
使
合
意
で
定
め
て
も
、
法
律
に
よ
り

無
効
と
さ
れ
、
最
低
賃
金
額
と
同
額
の

定
め
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

◎
詳
細
は
千
葉
労
働
局
賃
金
室

℡
０
４
３
・
２
２
１
・
２
３
２
８

　

取
引
先
の
突
然
の
倒
産
。
そ
ん
な
と

き
あ
な
た
を
守
る
、
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ

共
済
で
す
。

□
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

　

取
引
先
企
業
が
倒
産
し
た
場
合
、
積

み
立
て
た
掛
金
総
額
の
10
倍
の
範
囲
内

（
最
高
３
２
０
０
万
円
）
で
回
収
困
難

な
売
掛
金
債
権
等
の
額
以
内
の
共
済
金

の
「
貸
付
け
」
が
受
け
ら
れ
る
中
小
企

業
倒
産
防
止
共
済
法
に
基
づ
い
た
共
済

制
度
で
す
。

□
掛
金

　

掛
金
月
額
は
５
０
０
０
円
か
ら
８
万

円
ま
で
の
範
囲
内（
５
０
０
０
円
刻
み
）

で
自
由
に
選
べ
ま
す
（
掛
金
総
額
の
積

立
限
度
額
は
３
２
０
万
円
）。

□
共
済
金
の
貸
付
条
件

　

共
済
金
の
貸
付
け
の
条
件
は
、
無
担

保
、
無
保
証
人
、
無
利
子
（
た
だ
し
、

共
済
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
場
合
、
共

済
金
貸
付
額
の
10
分
の
１
に
相
当
す
る

掛
金
の
権
利
が
消
滅
し
ま
す
。）と
な
っ

て
い
ま
す
。
返
還
期
間
は
５
年
（
据
置

期
間
６
か
月
）
で
貸
付
元
金
に
つ
い
て

毎
月
均
等
償
還
で
す
。
な
お
、
取
引
先

が
「
夜
逃
げ
」、「
内
整
理
」
等
の
場
合

は
貸
付
け
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◎
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
の
ご
相

談
、
お
問
い
合
わ
せ
は
制
度
の
運
営
主

体
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
共
済
相
談
室

℡
０
５
０
・
５
５
４
１
・
７
１
７
１

　

▽
定
時
退
社
へ
の
取
組
を
お
願
い
し

ま
す
。
▽
働
き
方
を
見
直
し
て
も
っ
と

子
育
て
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
▽
職
場

ぐ
る
み
で
「
子
育
て
パ
パ
・
マ
マ
」
を

応
援
し
ま
し
ょ
う
。
▽
発
注
先
の
働
き

方
に
も
気
遣
い
ま
し
ょ
う
。
▽
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
で
業
績
の
向

上
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
い
う
生
活
と
は
、
家
庭
生
活

に
限
ら
ず
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し

た
学
習
活
動
や
地
域
へ
の
貢
献
活
動
な

ど
を
含
む
広
義
の
生
活
を
指
し
ま
す
。

仕
事
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
生
活
が
満

た
さ
れ
る
こ
と
で
、
企
業
活
動
に
お
け

る
個
人
の
生
産
性
や
能
力
が
高
ま
り
、

結
果
的
に
会
社
に
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
を

も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

◎
詳
細
は

千
葉
県
雇
用
労
働
課
雇
用
就
労
支
援
室

℡
０
４
３
・
２
２
３
・
２
７
４
１

　

▽
労
働
基
準
法
は
、
同
法
第
36
条
の

規
定
に
よ
り
、
時
間
外
労
働
協
定
を
締

結
す
る
こ
と
等
を
要
件
と
し
て
、
法
定

労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
認

め
て
い
ま
す
。
▽
た
だ
し
、
こ
れ
は
時

間
外
労
働
を
無
制
限
に
認
め
る
趣
旨
で

は
な
く
、
時
間
外
労
働
は
本
来
臨
時
的

な
も
の
と
し
て
必
要
最
小
限
の
範
囲
で

な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
▽
コ
コ
ロ

と
カ
ラ
ダ
が
折
れ
な
い
う
ち
に
、
労
使

が
と
も
に
協
力
し
あ
い
、
長
時
間
労
働

を
抑
制
し
よ
う
。

◎
労
働
時
間
相
談
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

11
月
22
日
（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

０
１
２
０
・
８
９
７
・
７
１
３

　

千
葉
県
労
働
委
員
会
の
委
員
が
、
労

働
組
合
に
関
す
る
法
律
問
題
、
団
体
交

渉
の
ル
ー
ル
な
ど
の
良
好
な
労
使
関
係

づ
く
り
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

対
象　

労
働
者
、
使
用
者
、
労
働
組
合

日
時　

11
月
29
日
㈯
13
時
～
17
時

会
場　
船
橋
フ
ェ
イ
ス
ビ
ル
５
階
相
談
室

　
　
（
Ｊ
Ｒ
総
武
線
船
橋
駅
前
）

＊
相
談
は
無
料
、
予
約
制
で
す
。
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

千
葉
県
労
働
委
員
会
事
務
局

℡
０
４
３
・
２
３
１
・
２
１
３
２

　

千
葉
労
働
基
準
監
督
署
は
、
11
月
25

日
㈫
か
ら
次
に
移
転
し
ま
す
。

〒
２
６
０
・
８
５
０
６

千
葉
市
中
央
区
中
央
４
の
11
の
１

千
葉
第
二
地
方
合
同
庁
舎
３
階

℡
０
４
３
・
３
０
８
・
０
６
７
０

「
安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合

対
策
」
に
お
け
る
中
小
企
業
対
策

■ トピックス
中
小
企
業
関
係
概
算
要
求

千
葉
県
最
低
賃
金
改
正

経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
の
お
知
ら
せ

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

11
月
は
「
労
働
時
間
適
正
化
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
期
間
で
す

労
使
関
係
相
談
会
の
ご
案
内

労
働
基
準
監
督
署
の
庁
舎
移
転




